
令和２年２月 28日 

 

保護者の皆様 

 

葉山町教育委員会 

 

新型コロナウイルスに関する当面の対応について 

 

 昨日、２月 27 日（木）安倍晋三首相は、子どもたちの健康、安全を第一に考え、

感染防止策として、３月２日（月）から春休みに入るまで（３月 25 日（水））の間、

全国の小・中・高等学校等を「臨時休校」にするよう、各自治体へ要請する考えを表

明しました。 

 そして、本日、２月 28 日（金）に文部科学省から各都道府県に通知が出され、そ

れを受けて、神奈川県教育委員会から、当面の対応についての方針が出されておりま

す。 

 本町といたしましても、国や県の方針を踏まえ、子どもたちの健康、安全を最優先

に考え、３月３日（火）から３月 25 日（水）までの期間、すべての町立小中学校を

臨時休校といたします。休校期間中は、感染の拡大を防止する観点から、人の集まる

場所等への外出を避け、基本的に自宅で学習することとなります。保護者の皆様方の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 なお、３月２日（月）については、家庭学習の課題や休校期間中の過ごし方等につ

いて、子どもたちへ指導する時間として、２校時まで学級活動を行います。（小学校の

給食はありません。） 

 詳しい対応については、今後、学校よりお知らせしますので、必ずご確認くださる

ようお願いします。 

 報道をご覧になり、心配されているご家庭も多いことと思いますが、冷静な対応に

努めていただきますよう、また、ご家庭でもお子様の健康管理について、ご協力くだ

さるよう併せてお願いいたします。 

 

記 

 

＜休校期間中の学習について＞ 

 休校期間中、自宅学習ができるよう、３月２日（月）に、学校から学習課題が出さ 

れます。しっかりと学習に取り組むよう、お子様に声掛けをお願いします。 

また、学習に必要な教科書等については、本日及び、３月２日（月）に必要な荷物 

を持ち帰ります。持ち帰ることができないものについては、学校の指示にしたがって

ください。 

【裏面もあります】 

 



 

＜教育課程について＞ 

 今回の臨時休校（不測の事態）により、教育課程の授業時数を下回ることになりま 

すが、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと 

となっております。（※学習指導要領「総則」による） 

 

＜卒業式について＞ ※開始時間は、学校よりご連絡があります。 

 本日、２月 28日（金）に臨時校長会議を開催し、町立小・中学校の卒業式につい 

て、以下の通り決定しました。子どもたちの健康・安全を第一に考えた結果ですので、 

保護者の皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 

 〇中学校：３月 11日（水）＊参加者は、教職員及び卒業生のみ 

 〇小学校：３月 19日（木）＊参加者は、教職員及び卒業生のみ 

 

＜修了式について＞ 

 学年末休業期間のいずれかの日に実施したいと考えておりますが、今後の拡散状況 

等により、現時点では明確な方針を出すことができません。こちらについても決定し 

ましたら、学校より連絡があります。 

 

＜部活動について＞ 

 土日、祝日を含む部活動の練習・練習試合は「なし」となります。 

 学年末休業期間中については、県等の方針を踏まえ、決定しましたら、学校より連 

絡があります。中体連等が主催する大会は、主催者の指示に従ってください。 

 

＜日常の対応＞ 

日々、お子さまの健康観察（検温等）及び感染防止策（手洗い、うがい、咳エチケ 

ット、アルコール消毒等）をお願いします。感染予防のため児童生徒は自宅待機（自

宅学習）となります。 

 

＜発熱等の風邪の症状がみられた場合の対応＞ 

次の場合は、鎌倉保健福祉事務所（0467-24-3900）にご相談ください。 

また、万が一ウイルスに感染した場合は、速やかに学校へご連絡ください。 

 ・風邪の症状や 37.5度以上の発熱が４日以上続く場合 

 ・強い倦怠感や呼吸困難がある場合 

 

                 【問い合わせ先 学校教育課  電話 046(876)1111】 


